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基本理念

おおつ障害者プラン 基本理念

将 来 像

一人ひとりが尊重され、だれもが心豊かに暮らせる

共生のまち“大津”

ノーマライゼーション

どのような障害があっても、障

害のない人と同じように生活し、

活動できる社会が本来の社会の姿

であるという考え方

ソーシャル・インクルージョン

だれもが社会の中で孤立したり排

除されず、その存在の価値と役割を

持ち得る社会、だれもを包含しうる

社会を目指す考え方

●障害者施策の取組
の連続性、整合性を図
りながら、現行プラン
の目指す将来像に向
かって、引き続き各種
施策に取組む必要が
あることから、引き続き
「一人ひとりが尊重さ
れ、だれもが心豊かに
暮らせる共生のまち
“大津”」を基本理念と
します。
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障害者計画の基本方針
(障害のある人の施策の理念や基本方針を定める計画)

①障害のある人の自己決定の尊重

②身近な配慮や工夫による共生社会づくり

③保健医療・福祉・教育・労働等の連携強化

障害（児）福祉計画の基本方針
(障害（児）福祉サービスの実施計画・整備量・見込量)

①障害のある人の自己決定と自己選択の尊重 ⑤障害児の健やかな育成のための発達支援

②地域生活移行や就労支援等の課題への対応 ⑥障害福祉人材の確保

③地域共生社会の実現に向けた取組への対応 ⑦障害のある人の社会参加の支援

④地域の実情に応じた障害福祉サービス等の対応

おおつ障害者プラン 基本方針
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おおつ障害者プラン 重点施策

重点的に取り組む施策

①共生社会づくりを目指すための差別解消の推進

②総合的な相談窓口となる基幹相談支援センターの機能充実

③災害時における地域の支援体制づくりの強化

④重症心身障害児者や医療的ケアを必要とする人、強度行動障害のある人への

支援の充実

⑤医療と福祉の綿密な連携による在宅医療の充実

⑥障害のある人や家族の高齢化に対応した支援の推進

⑦情報提供から就労定着にいたるまでの総合的な就労支援の充実

⑧情報アクセシビリティの向上
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おおつ障害者プラン

大津市障害者計画 施策体系図
［基本理念］ ［基本目標］

［基本施策］

一
人
ひ
と
り
が
尊
重
さ
れ
、
だ
れ
も
が
心
豊
か
に
暮
ら
せ
る

共
生
の
ま
ち
“
大
津
”

１ 差別解消と相互理解の促進

２ 相談体制・情報アクセシビリティの向上

３ 福祉のまちづくりの推進

４ 子どもの育ちに応じた支援の充実

５ 保健・医療の充実

６ 地域生活支援の充実

７ 就労の促進

（１）障害を理由とする差別解消と理解の促進

（２）障害のある人の権利の擁護の推進

（３）生涯学習、スポーツ、文化・芸術活動等 の振興

（１）相談体制の充実

（２）情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実

（１）生活環境の整備

（２）防災・防犯対策の充実

（３）地域福祉活動と団体活動の推進

（１）早期発見・対応と療育の推進

（２）年齢や障害特性に応じた保育・教育の充実

（３）一貫した相談支援体制の強化

（１）医療との連携

（２）精神保健福祉に関する支援体制の充実

（３）健康づくり施策の充実

（１）障害福祉サービス等の充実

（２）地域生活への移行の促進

（３）障害のある人の家族への支援

（１）就労支援の充実

（２）多様な就労の場の確保
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現行計画からの主な見直し・拡充内容

現計画の項目 新計画の項目 見直し・拡充等の内容

1.差別解消と相互理解の
推進

1.差別解消と相互理解の
促進

差別解消法に基づく合理的配慮の提供の促
進(民間事業所への義務化等)

2.相談体制・情報提供の
充実

2.相談体制・情報アクセシ
ビリティの向上

情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策
推進法を踏まえた施策の推進
重層的な支援体制整備事業の推進による複
合化・複雑化したニーズへの対応

3.福祉のまちづくりの推進 3.福祉のまちづくりの推進
災害時要支援者対策の推進（個別避難計画
策定等）

4.子ども育ちに応じた支援
の充実

4.子ども育ちに応じた支援
の充実

医療的ケア児への支援の拡充

5.保健・医療の充実 5.保健・医療の充実 精神障害のある人の地域移行支援の拡充

6.地域生活支援の充実 6.地域生活支援の充実
重度障害者等への重点的支援（強度行動障
害、重症心身障害、医療的ケア児者等に対応
した社会資源整備の推進等）

7.就労の促進 7.就労の促進
障害者雇用促進法改正等を踏まえた障害者
雇用拡大への支援

おおつ障害者プラン

大津市障害者計画
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【重点的に取り組む施策】

共生社会づくりを目指すための差別解消の推進

○「障害者差別解消法」における、民間事業者への「合理的配慮の不提供の禁止」の義務化が
令和６年４月に施行されることなども踏まえて、共生社会の実現に向け、大津市全体の取り組み
として積極的に推進していきます。

8

１．差別解消と相互理解の促進

１－１
障害を理由とする
差別解消と理解の促進

(1) 共生社会の実現に向けた理解・啓発の推進

(2) 差別の解消と合理的配慮の提供の促進

(3) 福祉教育・人権教育の推進

１－２
障害のある人の権利の擁護
の推進

(1) 障害のある人への虐待の対応

(2) 意思決定支援の推進

(3) 権利擁護のための支援及び成年後見制度の
利用促進

１－３
生涯学習、スポーツ、文化・
芸術活動等の振興

(1) スポーツ、生涯学習活動等への支援

(2) 文化・芸術活動への支援

おおつ障害者プラン

大津市障害者計画 施策①
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【重点的に取り組む施策】

総合的な相談窓口となる基幹相談支援センターの充実等
○総合的な相談及び相談支援機関・相談支援事業所をコーディネートする役割を担う、基幹相談
支援センターの機能の充実を目指すとともに、サービス利用計画の作成ニーズに応えるため、
相談支援専門員の拡充を図ります。

情報アクセシビリティの向上
○障害のある人があらゆる分野の活動に参加するため、情報へのアクセシビリティの向上やコミュ
ニケーション（意思疎通）手段の充実を図ります。

9

２．相談体制・情報アクセシビリティの向上

２－１ 相談体制の充実

(1) 相談支援体制の充実

(2) 関係機関の連携の推進

(3) 重層的な支援体制整備事業の推進

２－２
情報アクセシビリティの向上
及び意思疎通支援の充実

(1) 障害特性に応じた情報提供体制の確保

(2) コミュニケーション支援の充実

おおつ障害者プラン

大津市障害者計画 施策②
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【重点的に取り組む施策】

災害時における地域の支援体制づくりの強化

○災害発生時の迅速かつ適切な情報提供、避難支援体制の強化、避難生活における安
全・安心の確保等に向け、地域全体で取り組んでいくことを目指します。現在進めている
個別避難計画の作成を促進するとともに、計画作成の同意率が向上するよう努めます。

10

３．福祉のまちづくりの推進

３－１ 生活環境の整備

(1) 歩行空間等の整備

(2) 移動・交通対策の推進

(3) 建築物の整備

３－２ 防災・防犯対策の充実

(1) 地域ぐるみの支援体制の確立

(2) 防災対策の推進

(3) 地域における防犯の推進

３－３
地域福祉活動と団体活動の
推進

(1) 地域福祉の推進

(2) 障害者関係団体への支援

おおつ障害者プラン

大津市障害者計画 施策③
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【重点的に取り組む施策】

重症心身障害児や医療的ケア児への支援の充実

○重症心身障害児や医療的ケアを必要とする子どもが安心して生活するために、医療的
ケアに対応できる事業所等の充実を図ります。

11

４．子どもの育ちに応じた支援の充実

４－１ 早期発見・対応と療育の推進
(1) 障害等の早期発見・早期対応
(2) 療育・発達支援体制の充実

４－２
年齢や発達段階、障害特性
に応じた保育・教育の充実

(1) 乳幼児期における保育・教育の充実
(2) 学校教育の充実
(3) 教育環境の整備・充実
(4) 休日や放課後活動の充実
(5) 医療的ケア児への支援の充実

４－３
一貫した相談支援体制の強
化

(1) ライフステージに応じた相談支援体制の充実
(2) 関係機関との連携の充実
(3) 障害のある子どもを育てる家族支援の充実

おおつ障害者プラン

大津市障害者計画 施策④
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【重点的に取り組む施策】

医療と福祉の綿密な連携による在宅医療の充実

○障害のある人が、リハビリテーションや治療を身近な地域で受けられるよう、保健・医療
サービスの充実に努めます。

12

５．保健・医療の充実

５－１ 医療との連携

(1) 医療機関との連携強化
(2) 地域医療・リハビリテーションの充実
(3) 医療的ケアの必要な人への支援の充実
(4) 医療サービスの充実

５－２
精神保健福祉に関する支援
体制の充実

(1) 医療・相談体制の充実
(2) 精神障害のある人の地域移行への支援

５－３ 健康づくり施策の充実

(1) 健康づくりの普及啓発
(2) 健康診査・訪問指導の充実
(3) 健康相談の充実
(4) こころの健康づくり支援の充実

おおつ障害者プラン

大津市障害者計画 施策⑤
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【重点的に取り組む施策】

重度障害者、及び障害のある人や家族の高齢化に対応した支援の推進
○重度障害者に対応できる事業所の拡充や、障害者の高齢化・「親亡き後」を見据えた住まいの
場の確保などの充実を図るとともに、これらの方が日常生活または、社会生活を営む上で必要と
なる在宅サービスの量的・質的充実を図ります。

13

６．地域生活支援の充実

６－１ 障害福祉サービス等の充実

(1) 障害特性や個々のニーズへの対応の充実
(2) 障害福祉サービスや地域生活支援事業等の充実
(3) 適切なサービス提供に向けての指導
(4) 重度障害者等（強度行動障害、重症心身障害、

医療的ケア児者等）への支援
(5) 障害福祉人材の確保・定着

６－２ 地域生活への移行の促進

(1) 地域生活の移行支援
(2) 地域生活支援拠点の充実
(3) 居住の支援

６－３ 障害のある人の家族への支援 (1) 家族に対する総合的な支援

おおつ障害者プラン

大津市障害者計画 施策⑥
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【重点的に取り組む施策】

情報提供から就労定着にいたるまでの総合的な就労支援の充実

○障害のある人で働く意欲のある人には、その適性に応じて能力を十分に発揮することができる
よう、一般就労に向けた支援や企業の理解促進、就労定着のための支援を推進するとともに、

一般就労が困難である人には福祉的就労の充実を図り、総合的な就労支援を推進します。

14

７．就労の促進

７－１ 就労支援の充実

(1) 職場における障害のある人の理解の促進
(2) 障害のある人の雇用の促進
(3) 就労移行及び定着支援の推進
(4) 難病患者の就労相談の利用促進

７－２ 多様な就労の場の確保 (1) 事業振興の支援

おおつ障害者プラン

大津市障害者計画 施策⑦
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施設入所利用者の地域生活へ
の移行

令和８年度
目標値

成
果
目
標

施設入所者数 160人

地域生活への移行者数 22人

県外施設入所者のうち県
内での生活を実現する者 ３人

【第７期障害福祉計画の目標値】

【目標実現に向けた取組】

●自立した生活に必要な障害福祉サービス
が適切に利用できるよう、当事者の利用ニー
ズや地域定着するために必要な社会資源の
整備に努め、各関係機関と連携し、支援を行
います。

●障害のある人の地域生活移行の受け皿と
して、住まいの場（グループホーム等）の確保
に努めるとともに、訪問系サービスを使いな
がら重度障害のある人の暮らしを支える体制
整備を行います。さらに、重度障害者に対応
できる生活介護などの「日中活動の場」や、短
期入所の整備に努めます。

おおつ障害者プラン

第７期大津市障害福祉計画の成果目標①
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精神障害にも対応した地域包括ケアシステ
ムの構築

令和８年度
目標値

活
動
指
標

市町村ごとの保健、医療、福祉関係者
による協議の場の開催回数 ８回

保健、医療及び福祉関係者による協議
の場への関係者の参加者数 160人

保健、医療及び福祉関係者による協議
の場における目標設定及び評価の実施
回数

２回

精神障害者の地域移行支援の利用者
数 １人

精神障害者の地域定着支援の利用者
数 １人

精神障害者の共同生活援助の利用者
数 129人

精神障害者の自立生活援助の利用者
数 ７人

精神障害者の自立訓練（生活訓練）の
利用者数 19人

16

【第７期障害福祉計画の目標値】

【目標実現に向けた取組】

●精神障害の程度にかかわらず、誰もが安心
して自分らしく暮らすことができるよう、精神障
害のある人を支える地域包括ケアシステムを
更に拡充していきます。

●システムの拡充にあたっては、障害福祉、
医療、保健、介護、住まい等を包括的に提供
することや、さまざまな当事者活動やピアサ
ポート活動への支援、精神障害のある人が地
域で交流できる場を提供します。

●精神障害者に対応した地域包括ケアシス
テムの拡充や、精神障害のある人の家族に
対する支援等に関して、大津市障害者自立支
援協議会精神福祉部会において、協議・検討
を進めます。

おおつ障害者プラン

第７期大津市障害福祉計画の成果目標②
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地域生活支援拠点等が有する機能の充実 令和８年度
目標値

成
果
目
標

地域生活支援拠点等の運用状況の検
証、検討

年１回以上
検証、検討

強度行動障害を有する者への支援体
制の充実

年5回以上
検証、検討

活
動
指
標

地域生活支援拠点の設置か所数
（面的整備型） １か所

検証及び検討の実施回数について、
年間の見込み数

１回

強度行動障害を有する者への支援体
制の充実（大津市障害者自立支援協
議会行動障害部会での検討）

６回

【第７期障害福祉計画の目標値】

【目標実現に向けた取組】

●障害のある人の重度化や高齢化を見据え
るとともに、障害の種別、程度に関わらず、障
害のある人の地域生活支援を推進するため、
地域生活支援拠点コーディネーターを中心に、
おおつほっとネットお泊り事業及びお助け事
業（地域生活支援拠点居室確保事業、支援
員派遣事業）を活用し、居住支援のための機
能（相談、体験の機会・場、緊急時の受入れ・
対応、専門的人材の確保・養成、地域の体制
づくり）を担う地域生活支援拠点等の更なる
連携を図ります。

おおつ障害者プラン

第７期大津市障害福祉計画の成果目標③
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福祉施設から一般就労への移行 令和８年
度目標値

成
果
目
標

令和８年度中の一般就労移
行者数（全体）

26人
(1.28倍増)

令和８年度中の一般就労移
行者数（就労移行支援）

21人
(1.31倍増)

令和８年度中の一般就労移
行者数（就労継続支援Ａ型）

1人
(1.29倍増)

令和８年度中の一般就労移
行者数（就労継続支援Ｂ型）

6人
(1.28倍増)

就労移行支援事業利用終了者
に占める一般就労へ移行した者
の割合が５割以上の事業所

全体の
５割以上

令和８年度末における就労定
着支援事業の利用者数 ４人

就労定着支援事業所の就労定
着率７割以上の事業所の割合

全体の
２割５分
以上

自立協議会（就労支援部会）の
開催回数 ６回

【第７期障害福祉計画の目標値】

【目標実現に向けた取組】

●障害のある人の雇用を促進するため、就労
に関する情報の提供・相談体制の整備、能力
開発や訓練の機会の拡充及び雇用の場の開
拓によって、障害のある人の希望に応じた就
労の場の確保を図るとともに、就職の意向確
認から就労後の定着まで、就労支援のための
総合的な支援を、引き続き、おおつ働き・暮ら
し応援センターと連携して行います。

●障害者就労施設等からの物品等の優先調
達や、就労継続支援Ｂ型事業所に通所する
人の工賃向上の取組を進めるなど、その他の
就労支援事業も含めた総合的な就労支援を
行います。

おおつ障害者プラン

第７期大津市障害福祉計画の成果目標④
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相談支援体制の充実・強化等 令和８年度目標値

成
果
目
標

基幹相談支援センターの設置 設置済

基幹相談支援センターにおける主
任相談支援専門員の配置数 ５人

協議会における個別事例の検討を
通じた地域サービス基盤の開発・
改善等を行なう部会の設置数及び
開催回数

１部会・12回/年

活
動
指
標

協議会における相談支援事業所
の参画による事例検討実施回数
（頻度）

12回

総合的・専門的な相談支援の実施 実施

地域の相談支援事業者に対する
訪問等による専門的な指導・助言
件数

65件

地域の相談支援事業者の人材育
成の支援件数 44件

地域の相談機関との連携強化の
取組の実施回数 81回

【第７期障害福祉計画の目標値】

【目標実現に向けた取組】

●相談支援体制を充実・強化するため、基幹
相談支援センターにおいて障害の種別や各
種のニーズに対応できる総合的・専門的な相
談支援を実施します。

●地域の相談支援事業者に対する訪問等に
よる専門的な指導、助言及び人材育成のた
めに研修等を実施し、地域の相談支援機関と
連携強化の取組を進めます。

おおつ障害者プラン

第７期大津市障害福祉計画の成果目標⑤
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OtsuCity

障害福祉サービス等の質の向上 令和８年度目
標値

成
果
目
標

サービスの質の向上を図るための取
組に係る体制の構築 実施

活
動
指
標

都道府県が実施する障害福祉サービ
ス等に係る研修その他の研修への市
町村職員の参加人数

３人

障害者自立支援審査支払等システム
による審査結果の共有する体制の有無
及びその実施回数

１回

20

【第７期障害福祉計画の目標値】

【目標実現に向けた取組】

●障害者等が必要とする障害福祉サービス
等を提供できているのかを検証するため、多
様化している障害福祉サービス等の利用状
況を把握し、障害福祉サービス等の質を向上
させるための体制について大津市障害者自
立支援協議会と協力して検討を行います。

●障害福祉サービス事業者等に対する指導
監査の適正な実施と、その結果を福祉指導監
査課と事業所の指定部門である障害福祉課
とで共有していきます。

おおつ障害者プラン

第７期大津市障害福祉計画の成果目標⑥
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障害児支援の提供体制の整備
等

令和８年
度目標値

成
果
目
標

重層的な地域支援体制の構
築を目指すための児童発達
支援センターの設置数

３か所

保育所等訪問支援を利用で
きる体制の構築 有

重症心身障害児を支援する
児童発達支援事業所の確保
数

6か所

重症心身障害児を支援する
放課後等デイサービス事業所
の確保数

18 か所

医療的ケア児支援のための
協議の場の設置 設置

医療的ケア児等に関するコー
ディネーターの配置 配置

障害児支援の提供体制の整備等 令和８年
度目標値

活
動
指
標

ペアレントトレーニングやペアレントプロ
グラム等の支援プログラム等の受講者
数

35人

ペアレントメンターの人数 2人

ピアサポートの活動への参加人数 40人

【第３期障害児福祉計画の目標値】

【目標実現に向けた取組】

●相談支援に適切につなげることで、子ども
の発達と家族の希望の両立を図ります。

●医療的ケア児等コーディネーターや滋賀県
重症心身障害児者・医療的ケア児等支援セ
ンター「こあゆ」と連携するとともに、必要な児
童発達支援事業所及び放課後等デイサービ
ス事業所を確保していきます。

おおつ障害者プラン

第３期障害児福祉計画の成果目標
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Ｒ５
年度

社会福祉審議会
障害者専門分科会

自立支援協議会
計画策定プロジェクト

大津市議会
教育厚生常任委員会

アンケート・団体ヒアリング・
パブリックコメント

４月 第１回 アンケート検討 第１回 アンケート検討

５月 第２回 見込量 アンケート実施

６月 第３回 骨子案 アンケート集計

７月 第２回 見込量・骨子案 第４回 アンケート結果

８月 第３回 計画素案 第５回 計画素案① 当事者団体ヒアリング

９月 第６回 計画素案② 計画骨子案説明

１０月 第４回 計画案 第７回 計画案

１１月 第５回 パブコメ案 第８回 パブコメ案 計画パブコメ案説明（本日）

１２月 パブリックコメント実施

１月 第６回 最終答申案 第９回 計画最終案

２月 市長へ答申

３月 計画答申内容説明

おおつ障害者プラン

今後のスケジュール
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おおつ障害者プラン

パブリックコメントの実施について

(１）意見募集期間
令和５年１２月８日（金） から ２７日（水）まで

（２）意見募集方法
市のホームページに掲載、市政情報課及び障害福祉課で閲覧

（３）意見の提出方法
障害福祉課へ直接又は郵便、ファクスもしくはメールで提出
（書面による提出が困難な場合は、障害福祉課へ連絡を。）

（４）その他
ア 御提出いただいた意見等及びそれに対する市の考え方をそれ
ぞれ整理し、最終決定した内容を公表。

イ 社会福祉審議会(障害者福祉専門分科会）で最終審議し、意
見を聴取した上で、計画最終案としてとりまとめ。


